


令和８年度 飯南町新産業創出支援事業補助金の申請受付について 

二次募集 

 

 

【事業の内容】 

新産業雇用創出支援事業（ハード） 

○補助対象事業　 

　　新製品・新商品開発、新事業展開、新技術等の取得、納品先等の要望対策など、新たな

設備投資等により事業完了後 2年以内において雇用の増加が見込まれる、または、新たに

取り組む事業の売上高が補助金交付申請額の 2 倍以上を達成できる事業に対して必要な

経費を補助します。 

　○対象事業費：１００万円以上の事業 

　○必須条件：資金調達方法として、対象経費１／２以上の融資借入を条件とします。 

　　　例１）補助対象経費　４００万円の場合 
　　　　　　内訳　２００万円（補助金 1/2）＋２００万円（融資借入）　計４００万円事業 
　　　例２）補助対象経費　２００万円の場合 
　　　　　　内訳　１００万円（補助金 1/2）＋１００万円（融資借入）　計２００万円事業 

 

【応募方法】 

　補助金交付申請書（様式第１号）と併せて、下記書類を添付してください。 

　①補助対象事業概要書（様式第２号） 

　　②補助対象事業計画書（様式第３号） 

　　③定款 

④経歴が分かるもの（会社紹介パンフレット等） 

⑤見積書又は金額根拠が分かるもの 

⑥直近決算書 2期分 

　　⑦法人格を持たない団体は、１）５名以上の会員名簿、２）会計規程、３）規約を添付 

 

【審査・採択・決定】 

１　事業提案の審査については、令和８年７月下旬にプレゼンテーション形式の選考会を

実施します。 

２　事業の採択は、要綱に定める新産業創出支援事業選考委員会にて審査し決定します。 

３　採択した事業については、実施方法や執行額などに条件を付す場合があります。 

４　審査・採択基準は、概ね下記のとおりです。 

　・本事業の活用による発展性、将来性があるか。 

　・実現可能で、持続的展開が可能な具体的事業計画であるか。 

　・事業実施により地域経済の波及効果、雇用確保が見込まれるか。 

　・地域資源の特徴を活かしたものであるか。 

５　交付決定は、令和８年８月上旬を予定しています。 

６　金融機関等による融資借入決定後、正式な交付決定となります。 

 

【申込方法】 

応募にあたっては、交付申請等が必要となりますので、詳しくは産業振興課 商工観光振

興室までご相談ください。 

応募様式に記入の上、表面の申請先まで提出してください。（様式は HP に掲載）


